
「ぐんまｅスポーツフェス（仮称）」 開催業務 企画提案要領 

 

 本要領は、「ぐんまｅスポーツフェス（仮称）」（以下、「フェス」という。）開催に係る業

務の契約相手方となる事業者の選定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事

項を定めるものである。 

 

１ 業務の名称  

  「ぐんまｅスポーツフェス（仮称）」開催業務 

 

２ 業務の趣旨・目的  

  ぐんま e スポーツフェス実行委員会（以下、「実行委員会」という。）は、以下を目的

としてフェスを開催する。 

 

○デジタル・クリエイティブ産業の中核であるゲーム（e スポーツ）を入口として、 

幅広い層に対して本県のデジタル・クリエイティブ施策への接点を創出する。 

○年齢や経験を問わず誰もが楽しめる e スポーツの特性（観戦・交流・体験）を活か

し、多くの人が楽しめるエンターテインメント性の高い会場内コンテンツを展開する。 

〇「全日本 e スポーツ実況王決定戦」（以下、「実況王」という。）と「群馬県企業等 

対抗社会人 e スポーツリーグ」（以下、「リーグ」という。）の実施により企業間交 

流を促し、県内産業を活性化させる。 

 

３ 業務の内容 

  別添「仕様書」のとおり 

 

４ 予算額 

   総額 ２２，５００千円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

    ※採用された事業者に対しては、採用された企画提案に基づき業務内容を調整の上、再

度見積もりを依頼する。 

  ※実行委員会が手配している会場以外を追加で利用する場合は、追加した会場費用に

ついては経費に含めるものとする。 

    ※備品費、光熱水費、電気及びネットワーク工事費、清掃費については本業務委託に含

むものとする。 

 

５ 契約期間 

  契約締結の日から、令和９年 3 月３1 日（水）まで 

 

６ 応募資格 

  次の条件の全てを満たしていること 

    ・委託契約における事業受託者として、契約責任を果たす能力を持ち、財政的健全性を

有していること。 

・国税及び地方税等を滞納している者でないこと。 



・事業執行にあたり、主催者である実行委員会の指示に従い、経理処理や事業遂行、そ

の報告などを適切に行う事務的管理能力を有しており、そのための体制が整備され

ていること。 

・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していな

い者であること。 

・破産宣告を受け復権していない者でないこと。 

・銀行取引停止処分を受けている者でないこと。 

・会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立て、又は民事 

再生法（平成１１年法律２２５号）に基づく再生手続の申立てがなされている者で 

ないこと。 

    ・群馬県の指名停止処分を受けている場合、その期間中でないこと。 

・暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこ

と。 

 

７ スケジュール 

（１）企画提案募集 

   令和８年６月１５日（月） ～ ７月１７日（金）正午まで 

（２）仕様説明会 

   令和８年６月１７日（水） １６：００～１７：００ 

（３）参加申込期限 

   令和８年６月２９日（月） 正午まで 

（４）質問受付 

   令和８年６月２９日（月） 正午まで 

（５）応募期限 

   令和８年７月１７日（金） 正午まで 

（６）審  査 

   令和８年７月下旬～８月上旬を予定 

（７）事業者決定 

   令和８年８月上旬を予定 

 

  ※都合により、スケジュールを変更する場合あり。 

 

８ 仕様説明会 

    本公募への参加を希望する事業者に対し、以下のとおり仕様説明会を実施する。 

（１）日時 

   令和８年６月１７日（水） １６：００～１７：００ 

（２）方法 

      オンライン 

（３）説明会参加方法 

      説明会参加申込書（様式１）を電子メールにて提出すること。 

      ※メールの件名を「応募事業者名／「ぐんまｅスポーツフェス」 仕様説明会」と



すること。 

       ア 提出期限 令和８年６月１７日（水） １０：００まで 

       イ 提出先 

         下記１１（３）のとおり 

    ※電子メール送信後に必ず電話にて着信を確認すること。 

（４）説明会参加者 

   各社２名以内 

（５）その他 

      説明会は仕様の説明のみを行い、質問は受け付けない。質問がある場合は、様式３

により受け付ける。 

       

９ 公募参加申込 

    本公募への参加を希望する事業者は参加申込書（様式２）を電子メールにより提出する 

こと。 

（１）提出期限  

      令和８年６月２９日（月） 正午まで 

（２）提出先 

       下記１１（３）のとおり 

    ※電子メール送信後に必ず電話にて着信を確認すること。 

  

10 質問受付 

次のとおり、応募を予定している事業者から、質問を受け付ける。 

（１）受付期限 

   令和８年６月２９日（月） 正午まで 

（２）質問様式 

      様式３による 

（３）質問方法 

   電子メールによる 

      ※件名を「応募事業者名／「ぐんまｅスポーツフェス」開催業務 質問事項」とす

ること。 

（４）提出先 

      下記１１（３）に同じ 

   ※電子メール送信後に必ず電話にて着信を確認すること。 

（５）その他 

   質問に対する回答は、原則３日以内（土・日曜日・祝日を除く）参加申込書の提出

があった事業者全てに対し、電子メールにて回答します。 

      ※質問事業者名は公開しません。 

 

11 応募の手続き等 

（１）提出書類 

   下記の書類を電子データにて提出すること。 



   ア 企画提案書表紙（様式４）         

イ 企画提案書本書（任意様式）        

     ウ 費用見積書  （任意様式）        

      ・各項目の単価・数量、消費税及び地方消費税（１０％）を明記すること。 

・会場利用（オープンハウスアリーナ太田）に係る経費については、実行委員

会が調整するため含めないものとする。 

※実行委員会が手配している会場以外を追加で利用する場合は、追加した会

場費用については経費に含める。 

※備品費、光熱水費、電気及びネットワーク工事費、清掃費については本業務

委託に含むものとする。 

    エ 「ぐんまｅスポーツフェス」開催時の会場全体の想定レイアウト図（任意様式）  

       オ 「ぐんまｅスポーツフェス」開催時のステージ装飾の想定パース図（任意様式）  

       カ 「ぐんまｅスポーツフェス」での想定配信画面図（任意様式)    

キ 「ぐんまｅスポーツフェス」のロゴ及びイラスト等によるキービジュアル案

（任意様式）     

       ク 想定協賛メニュー及び協賛獲得策（任意様式）          

    ケ 業務実施体制表（様式５）          

    コ 会社概要（パンフレット等）         

    サ 法人登記簿謄本（＊）            

      ※３ヶ月以内に発行されたもの。 

    シ 決算書の写し（＊）             

       ス キャンセルポリシー（任意様式）       

           ※定めていない事業者は提出不要 

    セ 暴力団排除に関する誓約書（様式６）(＊)    

       ソ 課税（免税）事業者届出書（様式７）        

       タ その他 

           ※群馬県「物品等契約資格者名簿」登載者は、（＊）印の付いた書類の提出は

不要です。 

（２）提出方法・提出期限 

      ・提出方法  電子メールによる。 

      ・提出期限  令和８年７月１７日（金） 正午まで 

（３）提出先 

   ぐんま e スポーツフェス実行委員会事務局 宛 

（群馬県産業経済部戦略セールス局 

ｅスポーツ・クリエイティブ推進課ｅスポーツ係内） 

    〒371-8570 前橋市大手町一丁目１番１号 

     電  話：027-898-2709 

     E-mail：supokuri@pref.gunma.lg.jp 

     ※電子メール送信後に必ず電話にて着信を確認すること。 

（４）応募書類の取扱い 

      ・提出された応募書類等は、審査の必要上、複製を作成することがある。 
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・提出された応募書類は、事業者の選定のためにのみ使用し、機密保持には十分配

慮する。ただし、事業者として採択された場合は、「行政機関の保有する情報の

公開 に関する法律」（平成１１年５月１４日法律第４２号）、「群馬県情報公開条

例」（平成１２年６月１４日条例第８３号）に準じ、不開示情報及び非開示情報

（個人情報、 法人の正当な利益を害する情報等）を除いて情報公開の対象とな

る。 

 

12 審査 

提出された書類に基づき第一次審査を行い、その後、第一次審査通過者を対象に、企画

提案に関するプレゼンテーション・ヒアリング等による第二次審査を行う。審査の結果、

最も優れた企画提案を提出した事業者を委託業者の優先交渉者として決定し、委託契約

の交渉を行う。 

（１）第一次審査 

      ア 審査期間 

        令和８年７月下旬頃（２１日（火）～２３日（木））※予定 

   イ 審査方法 

応募書類をもとに書類審査を行う。第一次審査通過は 3 者程度を予定してい

る。 

    ウ 審査項目（１５０点満点） 

①趣旨・目的の理解度 

評価基準  配点 

事業の趣旨や目的、仕様書の内容を理解しているか １０ 

②企画提案力 

評価基準  配点 

来場者数の獲得及び満足度が見込める企画提案となっているか ４０ 

③広報計画  

評価基準  配点 

複数のイベントを連動させた広報や、効果的な媒体の活用、広報力の高

いキャスティングなど、幅広い層に対し、高い広報効果が期待できる提

案がなされているか。 

３５ 

➃演出力 

評価基準  配点 

キャスティングのほか、ステージ装飾、演出、配信画面が来場者にとっ

て魅力的なものとなっているか 

３０ 

⑤実現性・具体性 

評価基準  配点 

具体性があり、実現可能な企画提案となっているか ２５ 

⑥実施体制 



評価基準  配点 

業務への熱意・意欲はあるか、業務が確実に遂行できる能力があるか １０ 

     エ 結果連絡 

       応募者全員に結果を連絡する。（７月下旬頃）※予定 

（２）第二次審査 

    ア 審査期間 

     令和８年７月下旬～８月上旬頃（７月３０日（木）、３１日（金）、８月３日（月）、

４日（火）のいずれかの日程）※予定 

    イ 審査方法 

      プレゼンテーション、ヒアリング等により審査を行う。 

    ウ 場  所    

      オンライン 

      （詳細は、第一次審査通過者に連絡する） 

    エ 審査項目 

      上記第一次審査の審査項目に同じ。 

    オ 結果連絡 

      第二次審査参加者全員に結果を連絡する。（８月上旬頃）※予定 

    カ その他 

      第一次審査の状況により、第二次審査も書類審査とする場合がある。書類審査

とする場合、第一次審査通過者には個別に連絡する。 

    

13 委託契約 

（１）委託契約の締結 

     企画提案内容がそのまま契約となるものではなく、具体的な契約内容及び委託金

額は、実行委員会との交渉で決定する。なお、優先交渉事業者との交渉が不調に終

わった場合、次点とされた者と交渉する場合がある。 

（２）検査の実施 

      適正な経理が行われていることを確認するため、中間検査及び完了検査、事業終了

後の事務監査等（国の会計実地検査を含む）を行う場合がある。なお、本事業に関

する証拠書類は当該事業終了後５年間保存するものとする。 

（３）委託費の支払い 

   原則、成果物の提出を受け、委託金額が確定した後に精算払いを行う。 

 

14 注意事項 

（１）本公募の参加に要する経費は、全て事業者の負担とする。 

（２）提出期限後の事業者都合による追加書類の提出、再提出及び差替えは一切認めない。 

（３）提出された書類等に虚偽がある場合は、失格とすることがある。また、これにより

実行委員会が損害を被った場合には、賠償を請求することがある。 

（４）参加申込書を提出した事業者が、企画提案書を提出期限までに提出しない場合は、

本公募の参加を辞退したものとみなす。また、企画提案書提出後に辞退する場合に



は、速やかに連絡するとともに、その旨書面にて提出すること。 

（５）本公募の参加に係る手続、提出書類で使用する言語及び通貨については、日本語及

び日本国通貨とする。 

（６）委託により作成された成果品に関する全ての権利は、実行委員会に帰属する。 

（７）本業務は、法令、国・県の会計、財務規定に従った処理を行うこと。 

（８）受託者が、契約に違反したとき又は履行が不完全であったときは、契約を解除する

ことがある。この場合においても、受託者の損害を補償することはしない。 


